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平成２３年 ８月１８日 

国土交通省東北地方整備局 

秋田河川国道事務所 

 

秋田河川国道事務所渇水対策支部の体制解除について 

 

 東北地方整備局秋田河川国道事務所では平成２３年８月５日１２時００分に渇水対策支

部（注意体制）を設置しておりましたが、流況が十分に回復したので本日９時００分で体

制を解除します 

 

〔雄物川の現在の状況〕 

  ８月１８日（木）  ９時００分現在 

  基 準 地 点：椿川観測所（黒瀬橋直上流） 

          正常流量 ８０m3/s  現況流量 ３６８．６m3/s 

  補助基準点 ：新波観測所（新波橋直上流） 

          正常流量 ７５m3/s  現況流量 ４６６．９m3/s 

 

 

〔子吉川の現在の状況〕 

  ８月１８日（木）  ９時００分現在 

  基 準 地 点：宮内観測所（子吉川橋下流） 

          正常流量 １１m3/s  現況流量 １８５．３４m3/s 

  補助基準点 ：矢島観測所（長泥橋直下流） 

          正常流量  ６m3/s  現況流量 ３８４．９９m3/s 

 

 ※「正常流量」とは、 

    魚類の生息状況、河川の景観、水質等を総合的に判断し、河川の維持に必要な流

量です。 
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